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議案第４９号 

 

 

 

   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

について 

 

 

 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別

紙のとおり制定する。 

 

 

 

     令和８年６月１６日提出 

 

 

                      飛騨市長  都 竹  淳 也 

 

 

提案理由 

 地方自治法の改正に伴う改正  



2 

   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例 

 

 

（飛驒市監査委員条例の一部改正） 

第１条 飛驒市監査委員条例（平成16年飛驒市条例第34号）の一部を次のように改 

正する。 

  第４条中「第243条の２の８第３項」を「第243条の２の９第３項」に改める。 

 

 （飛驒市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 飛驒市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例（平成16年飛驒市条例

第138号）の一部を次のように改正する。 

 第７条中「第243条の２の８第８項」を「第243条の２の９第８項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第65号）附則第１

条第３号に掲げる規定の施行の日（令和８年９月24日）から施行する。 
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  （第１条）飛騨市監査委員条例新旧対照表            （傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略 

（請求又は要求による監査） （請求又は要求による監査） 

第４条 監査委員は、法第75条第１項、第98条第２項、第199条第６項

若しくは第７項、第235条の２第２項、第242条第１項若しくは第243

条の２の８第３項の規定による監査の請求又は要求があったとき

は、当該監査の請求又は要求のあった日から７日以内に監査に着手

しなければならない。 

以下 略 

第４条 監査委員は、法第75条第１項、第98条第２項、第199条第６項

若しくは第７項、第235条の２第２項、第242条第１項若しくは第243

条の２の９第３項の規定による監査の請求又は要求があったとき

は、当該監査の請求又は要求のあった日から７日以内に監査に着手

しなければならない。 

以下 略 
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 （第２条）飛騨市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例新旧対照表    （傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

第１条～第６条 略 第１条～第６条 略 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第７条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)

第243条の２の８第８項の規定により病院事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。 

以下 略 

第７条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)

第243条の２の９第８項の規定により病院事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。 

以下 略 
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条例関係議案要旨 

議 案 名 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例について 

担 当 部 監査委員事務局、病院事務局 

提 案 理 由 地方自治法の改正に伴う改正 

制 定 改 廃 

の 根 拠 等 

地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令

和７年政令第396号）の公布により、地方自治法の一部を改正する法律

（令和６年法律第65号。以下「改正法」という。）の一部が施行される

ことに伴い、所要の改正を行うもの。 

条 例 の 

概 要 

【改正の趣旨】 

 改正法により、新たに第243条の２の７に特定歳入等の収納に関する

規定が設けられたことから、条文が繰り下がり、条ずれが生じた。 

上記の条ずれの改正施行期日は、「公布の日（令和６年６月26日）か

ら起算して２年６月を超えない範囲内において政令で定める日」とされ

ており、施行期日を定める政令が公布されたことから所要の改正を行う

もの。 

【改正の内容】 

〔第１条〕 飛騨市監査委員条例 

「第243条の２の８第３項」を「第243条の２の９第３項」に改める。 

（第４条関係） 

〔第２条〕 飛騨市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例 

「第243条の２の８第８項」を「第243条の２の９第８項」に改める。 

（第７条関係） 

市 民 へ の 

影 響 等 

特になし 

施 行 日  地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第65号）附則第１条

第３号に掲げる規定の施行の日（令和８年９月24日）から施行する。 

備 考  

 


